
第７５回税理士試験 法人税法

第二問（計算）解答

〔表示内容の説明〕

配 点：★ ・・・ ２点、● ・・・ １点

⑴

【資料２】

調整 加算・減算の別 金額

建物Ｃ圧縮積立金認定損 減算 ３０，０００，０００
●

機械装置Ｄ圧縮積立金認定損 減算 １０，０００，０００

建物Ｃ圧縮積立金積立超過額 加算 １５，２４１，５２９●

機械装置Ｄ圧縮積立金積立超過額 加算 １０，０００，０００●

建物Ｃ減価償却超過額 加算 ７８９，１７０●

機械装置Ｄ減価償却超過額 加算 ８３，６１２●

特別償却準備金取崩不足額 加算 １，８００，０００●

計算過程

１ 保険差益の圧縮記帳

機械装置Ｄは、機械装置Ｂと設備の種類が異なり、類似するものではないため、代替資産に該当しない。

① 滅失経費の按分

建物Ａ ２，２６５，０００×５０，０００，０００／７５，０００，０００＝１，５１０，０００

② 差引保険金等の額

建物Ａ ５０，０００，０００－（５，０００，０００＋１，５１０，０００）＝４３，４９０，０００

③ 保険差益の額

建物Ａ ４３，４９０，０００－２８，６００，０００＝１４，８９０，０００

④ 圧縮限度額

４３，４９０，０００（注） ５９，４７０，０００
建物Ｃ １４，８９０，０００× × ＝１４，７５８，４７１

４３，４９０，０００ ６０，０００，０００

（注）６０，０００，０００ ＞ ４３，４９０，０００ ∴ ４３，４９０，０００

⑤ 圧縮超過額

建物Ｃ ３０，０００，０００－１４，７５８，４７１＝１５，２４１，５２９

機械装置Ｄ １０，０００，０００

２ 減価償却

① 建物Ｃ

イ みなし取得価額
４３，４９０，０００

１４，８９０，０００×
４３，４９０，０００

６０，０００，０００－（１４，７５８，４７１＋５３０，０００× ）＝４５，１１０，００１
６０，０００，０００

ロ 償却限度額

４５，１１０，００１×０．０５３＝２，３９０，８３０

ハ 償却超過額

３，１８０，０００－２，３９０，８３０＝７８９，１７０

（無断複写・転載を禁ず）

（７）



【資料２】（続き）

計算過程

② 機械装置Ｄ

イ 判定

４１，４１５，５００×０．１６７＝６，９１６，３８８ ≧ ４２，０００，０００×０．０５５６６＝２，３３７，７２０ ∴ 通常償却●

ロ 償却限度額

４１，４１５，５００×０．１６７＝６，９１６，３８８

ハ 償却超過額

７，０００，０００－６，９１６，３８８＝８３，６１２

３ 特別償却準備金取崩不足額

１２
（１３，０００，０００－４００，０００）× ＝１，８００，０００

８４

（無断複写・転載を禁ず）

（８）



【資料３】

調整 加算・減算の別 金額

土地Ｅ圧縮超過額 加算 ４，５８０，０００●

土地Ｅ取得価額計上もれ 加算 ８２５，６００●

建物Ｆ減価償却超過額 加算 １４，６８５，８３４●

計算過程

１ 交換差益金の圧縮記帳

① 適用判定

土地Ｅ ６８，８００，０００－６５，０００，０００＝３，８００，０００ ≦ ６８，８００，０００×２０％＝１３，７６０，０００ ∴ 適用あり
●

建物Ｆ 建物Ｈと同一の用途に供していないため、適用なし

② 圧縮限度額

土地Ｅ ６８，８００，０００－（３２，０００，０００＋７８０，０００＋３，８００，０００）＝３２，２２０，０００

③ 圧縮超過額

土地Ｅ ３６，８００，０００－３２，２２０，０００＝４，５８０，０００

建物Ｆ ６，０００，０００ → 償却費として扱う

２ 減価償却

① 取得価額

購入手数料及び改修工事費用は取得価額に算入し、修繕費として扱う。

１５，２００，０００＋１８２，４００＋７，０００，０００＝２２，３８２，４００

② 耐用年数

７，０００，０００ ≦ ５５，０００，０００×５０％＝２７，５００，０００ ∴ 見積可能

７，０００，０００ ≦ （１５，２００，０００＋１８２，４００）×５０％＝７，６９１，２００ ∴ 簡便法見積耐用年数

３１年－１４年＋１４年×２０％＝１９．８ → １９年●

③ 償却限度額

２２，３８２，４００×０．０５３×３／１２＝２９６，５６６

④ 償却超過額

（１，８００，０００＋６，０００，０００＋１８２，４００＋７，０００，０００）－２９６，５６６＝１４，６８５，８３４

（無断複写・転載を禁ず）

（９）



【資料４】

調整 加算・減算の別 金額

前期未収法人税等消却否認 加算 ７，９２４，５００●

法人税等の中間納付額に係る還付金額 減算 ５，５３２，８００●

所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額 減算 ２，１０７，３６４★

損金経理納税充当金 加算 １３，７３６，７００●

計算過程

１ 所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額

８２４，８６５＋１，２８２，４９９＝２，１０７，３６４

２ 法人税等の中間納付額に係る還付金額

５，１０１，９００＋４３０，９００＝５，５３２，８００

【資料５】

調整 加算・減算の別 金額

役員給与の損金不算入額 加算 ９，９６０，０００●

過大使用人給与の損金不算入額 加算 １，９２０，０００★

未払賞与否認 加算 １３，３００，０００●

計算過程

１ 同族会社の判定

① 株主グループ

イ Ｉグループ ４，０００株＋５００株＝４，５００株

ロ Ｊグループ ３，０００株＋５００株＝３，５００株

ハ Ｍグループ ２，０００株

ニ 合計 １０，０００株

② 判定

１０，０００株
＝１００％ ＞ ５０％ ∴ 同族会社●

１０，０００株

２ 役員判定

Ｉ、Ｊ、Ｍ…役員、Ｎ…特殊関係使用人

５０％超基準 １０％超基準 ５％超基準 判定

Ｋ ○ ○ ○ 役員
●

Ｌ ○ ○ × 兼務役員

（無断複写・転載を禁ず）

（１０）



【資料５】（続き）

計算過程

３ 役員給与の損金不算入額

① 法人税法第３４条第１項に基づくもの

イ Ｉに対する賞与は、届出額と支給額とが同額であるため、事前確定届出給与に該当する。

Ｊに対する賞与は、届出額と支給額とが異なるため、事前確定届出給与に該当せず、損金不算入である。

∴ １，５００，０００＋２，０００，０００＝３，５００，０００●

ロ Ｋに対する賞与は、Ｋが使用人兼務役員とされないため、役員分に該当し、事前確定届出給与に該当しないため、損金不算

入である。

Ｌに対する賞与は、使用人分として支給されているため、この項による損金不算入額は生じない。

∴ ２，０００，０００●
ハ イ＋ロ＝５，５００，０００

② 法人税法第３４条第２項に基づくもの

イ ロ以外のもの

⒜ 実質基準

Ｍ ２，７６０，０００－１，２００，０００＝１，５６０，０００●

⒝ 形式基準

・ 取締役

１８，０００，０００＋５，０００，０００＋１５，６００，０００＋８，４００，０００＋６，０００，０００＋３，９６０，０００－５５，０００，０００＝１，９６０，０００

・ 監査役 ２，７６０，０００－３，０００，０００＝△→ ０

・ 合計 １，９６０，０００●

⒞ ⒜＜⒝ ∴ １，９６０，０００

ロ 使用人兼務役員の使用人分賞与で、他の使用人と異なる時期に支給されたもの

Ｌ ２，５００，０００●

ハ イ＋ロ＝４，４６０，０００

③ 役員給与の損金不算入額

①＋②＝９，９６０，０００

４ 過大使用人給与の損金不算入額

Ｎ ２，５２０，０００－６００，０００＝１，９２０，０００

５ 使用人賞与

未払賞与については、支給対象者を支給日に在籍した者に限定しているため、当期に損金算入されない。

（無断複写・転載を禁ず）

（１１）



利益積立金額の計算に関する明細書 （単位：円）

期 首 現 在 当 期 の 増 減 差引翌期首現在
区 分

利益積立金額 減 増 利益積立金額

利益準備金 １２，０００，０００ ５００，０００ １２，５００，０００●

建物Ｃ圧縮積立金 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００
●

機械装置Ｄ圧縮積立金 １０，０００，０００ １０，０００，０００

建物Ｃ圧縮積立金積立超過額 １５，２４１，５２９ １５，２４１，５２９
●

機械装置Ｄ圧縮積立金積立超過額 １０，０００，０００ １０，０００，０００

建物Ｃ ７８９，１７０ ７８９，１７０●

機械装置Ｄ ８３，６１２ ８３，６１２●

特別償却準備金 ４００，０００ ４００，０００●

建物Ｃ圧縮積立金認定損 △ ３０，０００，０００ △ ３０，０００，０００
●

機械装置Ｄ圧縮積立金認定損 △ １０，０００，０００ △ １０，０００，０００

特別償却準備金取崩不足額 １，８００，０００ １，８００，０００●

土地Ｅ ５，４０５，６００ ５，４０５，６００●

建物Ｆ １４，６８５，８３４ １４，６８５，８３４●

未払賞与 １３，３００，０００ １３，３００，０００●

還付法人税及び地方法人税 ５，１０１，９００ ５，１０１，９００ ０
●

還付住民税 ４３０，９００ ４３０，９００ ０

未収法人税等 △ ７，９２４，５００ △ ７，９２４，５００ ０●

繰越損益金 ２６６，８５４，２２３ ２６６，８５４，２２３ ２７９，８５４，２２３ ２７９，８５４，２２３●

納税充当金 ５２，５００ ５２，５００ １３，７３６，７００ １３，７３６，７００●

未納住民税 △ ５２，５００ △ ５２，５００●

（無断複写・転載を禁ず）

（１２）



⑵

当期控除額 ● ２，１２８，２９４円

翌期における繰越控除限度超過額 ● ３１０，７０６円

計算過程

１ 雇用者給与等支給額

３６１，６００，０００＋６３，０００，０００－１３，３００，０００－２，７００，０００＝４０８，６００，０００

２ 比較雇用者給与等支給額 ４００，０００，０００

３ 適用判定

４０８，６００，０００－４００，０００，０００
＝０．０２１５ ≧ １．５％ ∴ 適用あり●

４００，０００，０００

４ 控除率の上乗せ措置

① 賃上げ

４０８，６００，０００－４００，０００，０００
＝０．０２１５ ＜ ２．５％ ∴ 適用なし●

４００，０００，０００

② 教育訓練費

３，５００，０００－３，０００，０００
イ ＝０．１４２８… ≧ ５％

３，０００，０００

３，５００，０００
ロ ＝０．００８５… ≧ ０．０５％ ∴ 適用あり（１０％）●

４０８，６００，０００

③ 両立支援・女性活躍

当期にくるみん認定を受けているため、適用あり （５％）●

５ 控除対象雇用者給与等支給増加額

① 雇用者給与等支給増加額

４０８，６００，０００－４０，０００，０００＝８，６００，０００

② 調整雇用者給与等支給増加額

（４０８，６００，０００－９５０，０００）－（４００，０００，０００－４５０，０００）＝８，１００，０００

③ ①＞② ∴ ８，１００，０００

６ 税額控除額

① 税額控除限度額

８，１００，０００×（１５％＋１０％＋５％）＝２，４３０，０００

② 税額基準額

１０，６４１，４７２×２０％＝２，１２８，２９４

③ ①＞② ∴ ２，１２８，２９４

７ 繰越税額控除限度超過額

２，４３０，０００－２，１２８，２９４＝３０１，７０６

（無断複写・転載を禁ず）

（１３）


